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平素より会員の皆様には商工会の共済事業にご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。 

本年度は県全体の「商工貯蓄共済推進５ヵ年計画」の最終年度であり、県全体で３万口保有に向け

加入推進した結果、目標を達成することができました。会員の皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。 

また、福祉共済「けが」の補償部門において、斐川町商工会が全国１８位に入賞しました。 

 

※福祉共済は万が一のために備えておくと安心です。近年は６０～７０歳代のけがの請求が増えて

おります。福祉共済「けが」シニア傷害プランは、月々2,000円で満６６～８０歳までご加入い

ただけます。 

  福祉共済は会員の皆様の安心をサポートする共済制度ですので、ぜひご加入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

新規加入やアドバイザーによる保険相談会（無料）は随時受け付けておりますので、お気軽に商工

会までご連絡ください。 ☏７２‐０６７４ 

 

 

 

商工貯蓄共済 目標達成の御礼！！ 

 



 
 

経営計画で未来への道筋を描き、持続的な成長へ‼ 
 

経営環境が目まぐるしく変化する現代において、 

企業が持続的に成長し続けるためには「計画的な経営」が不可欠です。 

「経営計画」は企業が成長し続けるためのロードマップとなります。 

 

会員の皆様、事業継続・持続的発展を図るために先ずは「経営計画」を策定しましょう‼ 
 

経営計画のメリット 
 

① 目標の明確化と共有 

目標を具体的に設定することで、経営者と従業員がビジョンに向かって

一丸となって事業に取り組むことが可能になります。 

     ○年後に売上○○○円を目指す 

     新規事業を○年までに開始する 

     既存顧客のリピート率を○○％に向上させる  etc 

② 経営資源の最適活用 

限られた経営資源（人材、資金、設備等）を効率よく活用し、無駄を削減す

ることで、利益の最大化を図ります。 

     広告費を効果的に活用し、新規顧客獲得の戦略を立てる 

     社員のスキルアップに向けた研修を導入し、生産性を向上させる 

     設備投資の優先順位を決め、利益率を高める  etc 

③ リスク管理の強化 

事前に市場動向やリスク要因を分析して対策を講じることで、突発的なトラブルにもスムーズに対

応できます。 

     特定の取引先への依存度を下げ、新たな顧客層を開拓する 

     原材料費の高騰に備え、代替案を検討する 

     トラブル対応マニュアルを整備する  etc 

④ 資金調達や施策活用に有効 

金融機関等への信頼が高まり、資金調達がスムーズに進む可能性が高まります。また、補助金等の

申請書作成時に有効に作用します。 

     銀行融資をスムーズに受けるために、経営計画を提示する 

     新規事業のための補助金を申請し、自己負担額を抑える  etc 

⑤ 組織力の向上 

従業員と共有することでモチベーションがアップし、企業としてのパフォーマンスが向上します。 

     各事業部門の目標を明確にし、部門間の連携を強化する 

     従業員の意見を反映した経営計画を策定し、エンゲージメントを高める 

     組織全体で PDCA を回し、継続的な改善を実施する  etc 

 

商工会では経営計画の策定と実行を支援していますので、お気軽にご相談ください！ 

 



 

 

 各種補助金のお知らせ    R7.3.31 時点のデータですので、詳細未定の部分あり   

  ※必ず「公募要領」をご確認ください！  
 

 売上回復・収益確保のための“新たな取組等”に係る設備投資等を支援  
 

 
1．中小企業新事業進出補助金【国】 

対象経費 成長・拡大に向けた新規事業への挑戦に必要な設備導入費等 

補 助 率 1/2 

補助金額 750 万円～9000 万円 ※下限要件あり 

基本要件 ①付加価値額の年平均成長率 ②給与支給総額の年平均性両立 

③事業内最低賃金の水準    ④一般事業主行動計画の公表 

留 意 点 従業員規模と補助事業終了時の要件への対応により異なる 

 

2．ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金【国】 
対象経費 革新的な新製品・新サービスの開発に必要な設備・システム投資等 

補 助 率 1/2 または 2/3 

補助金額 750 万～3,000 万 ※下限要件あり 

類    型 製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠 

公    募 第 19 次：4/25（金）〆 ※第 20 次以降のスケジュール等は未定 

留 意 点 申請枠・類型・従業員規模により補助上限額や補助率が異なる 

 
３．飲食・商業・サービス業新事業展開支援補助金【県】 

対象経費 売上回復・収益確保を図る「新たな取組の実施体制の整備」に必要な設備及び関連備品の 

導入費用、施設の改修費用 

補 助 率 1/2（コロナ融資残高あり 2/3） 

補助金額 40 万～200 万 ※下限要件あり 

公  募 4 月中に公募開始予定（1 次・2次締切を設定） 

留 意 点 応募状況により１次で終了する場合あり 

 

4．地域課題解決型しまね起業支援補助金【県】 
対象経費 地域課題の解決に資する社会的事業の起業に必要な費用 

補 助 率 1/2 

補助金額 200 万 ※下限要件なし 

公  募 第１回：4/10（木）～ ※第２回は予算の範囲内で実施 

留 意 点 補助事業実施期限は R8.1 月末 

 

 

5．ものづくり産業生産プロセス変革等支援助成金【県】 
対象経費 生産性向上、サプライチェーン再構築に対応する受注獲得に必要な設備導入・改修費用、 

システム開発費等 

補 助 率 1/2（小規模事業者 2/3） 

補助金額 50 万～1,000 万 ※下限要件あり 

公    募 4 月～ ※詳細未定 

 
 

 



 

 販路開拓・IT導入・事業承継・女性従業員のための環境整備を支援  

 
6．小規模事業者持続化補助金【国】 

対象経費 販路開拓または販路開拓＋業務効率化（生産性向上）に要する費用 

補 助 率 2/3（賃上げ特例のうち赤字事業者は 3/4） 

補助金額 50 万～250 万 ※インボイス・賃上げ特例による上乗せあり 

類    型 一般型、創業型 

公    募 第 17 回 申請期間 5/1（木）～6/13（金） 

留 意 点 一般型は専用システム、創業型は J グランツによる電子申請 

 

 
 
7．ＩＴ導入補助金【国】 

対象経費 業務効率化やＤＸに必要な IT ツール・機器の導入費用 

補 助 率 1/2～4/5 

補助金額 5 万～3,000 万 ※下限要件あり 

類    型 通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠 

公    募 3/31（月）受付開始 ※年度内で複数回の締切（予定） 

留 意 点 申請枠・類型により申請要件や補助条件が異なる 

 

 

8．事業承継新事業活動等支援事業（事業承継補助金）【県】 
対象経費 後継者等による経営体制整備、新事業展開等に必要な費用 

補 助 率 1/2（法認定等 2/3） 

補助金額 100 万（法認定等 200 万） 

類    型 後継者支援型、第三者承継･統合型 

公  募 第 1 回：4/1（火）～4/30（水） ※偶数月の月初～月末まで、予算の範囲内で 4 回まで 

 

9．女性活躍のための働きやすい環境整備支援事業費補助金【県】 

対象経費 一般事業主行動計画（女活法）に掲げた目標達成のために必要な費用 

ハード：施設・設備の工事費（例.女性用休憩室や女性用トイレの整備） 

ソフト：講師謝金・旅費、委託料、会場使用料、研修会等受講料等 

補 助 率 2/3（小規模企業または中山間地域・離島の中小企業等） 

1/2（上記以外の企業等） 

補助金額 15 万～133.3 万 ※下限要件あり 

公    募 4 月～（予定） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 省力化・エネルギーコスト削減のための設備投資等を支援  

 

10．中小企業省力化投資補助金【国】 

 カタログ注文型 一般型 

対象経費 
カタログに掲載された省力化効果のある 

汎用製品 

個別現場の設備や事業内容に合わせた 

設備導入・システム構築 

補助金額 1500 万 １億 

補 助 率 1/2 以下 1/3～2/3 

公    募 随時受付 公募回制 

留 意 点 従業員規模や賃上げにより補助上限額や補助率が異なる 

 

11．エネルギーコスト削減対策緊急支援補助金【県】 
対象経費 省エネ・省電力を図るための設備等の更新費用、機器等の導入費用 

補 助 率 飲食･商業･サービス業･建設業等：1/2（コロナ融資残高あり 2/3） 

製造業：1/2（小規模事業者 2/3） 

補助金額 飲食･商業･サービス業･建設業等：20 万～200 万 ※下限要件あり 

製造業：40万～500万 ※下限要件あり 

公    募 5 月以降  

 

 

12．省力化投資等支援事業（仮称）【県】 
対象経費 省力化につながる設備導入費、現場改善等の専門家派遣費用 

補 助 率 1/3 

補助金額 設備投資：20 万～150 万 ※下限要件あり 

専門家派遣：20 万 

基本要件 対象：売上高減少と従業員数 5％以上減少（求人活動の実施と従業員の未充足） 

要件：労働生産性の年率平均 1.5％以上増加と一人あたり賃金の年率平均 2.3％以上の 

増加を満たす 3 年間の事業計画の作成 

公    募 5 月中 

 

 

 
13．中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金【市】 

 電子化支援事業 省力化支援事業 

対象経費 
業務効率化を目的とした、既存事業を電子化 

する取組 

人手不足解消を目的とした、既存業務を 

省力化する取組 

補助金額 5 万～50 万 ※下限要件あり 5 万～100 万 ※下限要件あり 

補 助 率 1/2 以下 1/2 

公    募 4/21（月）～ 9/30（火） 4/21（月）～ 9/30（火） 

 

 



令和７年度通常総代会の告知 
 

 

 

 

 

 
 

令和７年度の健康保険料率（協会けんぽ）の変更について 
 

協会けんぽ島根県支部の健康保険料率が令和 7 年３月分

（４月納付分）から右記の通り料率変更されます。ご加入の

事業所・事業者は料率変更についてご対応いただきますよう

お願いいたします。 

 

※任意継続被保険者の方につきましては、 

令和 7 年 4月分からの変更になります。 

※賞与については、支給日が 3 月 1日分から 

変更後の保険料率が適用されます。 

 

 

令和７年度の雇用保険料率の変更について 
 

 令和 7年 4 月 1 日から令和 8年 3 月 31 日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 

 

 

令和７年度通常総代会を下記のとおり開催する予定です。 

総代の皆様には、ぜひご出席いただきますようお願い申し上げます。 
※追って正式にご案内いたします。 

 

日時 令和７年５月２６日（月） １６時～ 

場所 斐川町商工会館 

 



 「いずも縁結び PAY」の加盟店・アプリ会員募集中‼  
 

「いずも縁結び PAY」は、出雲市内の加盟店で利用できるチャージ型の電子マネー決済サービスです。 

令和 7 年２月１日から運用が開始されました。このサービスは、地域内消費を促進し、地域経済を活性化

させることを目的としています。 
 

会員の皆様はもちろん、ご家族やご友人、お客様にもアプリのご登録をお勧めください！ 

・出雲市内の加盟店で決済・ポイントを獲得できます。 

・アプリは市民の方だけではなく、市外居住者（観光客の方など）も 

利用できます。 

 

会員登録は、下記QRコードからダウンロードしてください。 
 

 

 

           

          ☚iPhone の方はこちら          ☚Android の方はこちら 

 

 

 

 

 

 

  

 

３月～４月は年度末・年度始めで職場の環境が大きく変わり、ストレスを受けやすい時期です。今回は、こころの健康

に関連して、職場で円滑なコミュニケーションを図るためのポイントを紹介します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も斐川地域内事業所の取組や健康づくりに関する月間等の情報をお届けします。また、斐川行政センターでは２

か月に１回（奇数月）、健康づくりに関する情報をメールでお届けしています。メール配信を希望される事業所はお気

軽にお問い合わせください。 

担 当：出雲市役所 斐川行政センター 市民サービス課 保健師 持田 

ＴＥＬ：７３―９１１２  Mail：hw-shimin@city.izumo.shimane.jp 

▼お問い合わせ先▼ 

さんいんウォレット運営事務局 いずも縁結び PAY担当 

☎0120-626-162 📧wallet-help@gogin.co.jp 

 

○職場におけるコミュニケーションとは… 

 ・業務に関連してとるコミュニケーションを指します。 

 ・上司と部下や、同僚同士が普段から意思を通わせておくことは、仕事を円滑化させて、生産性を上げるた

めに重要です。 

 

○職場で効果的にコミュニケーションをとるためのスキルと１１のコツ（数回に分けてコツをお伝えしま

す） 

 １，コミュニケーションをどこでとるべきかを確認する 

   対面、メールなどコミュニケーションの「場」は様々です。伝えたいことを適切な場を選択して 

使い分けるのもコツです。 

 ２．話題を準備する 

   経済や最近のニュースなどの堅い話と趣味、食べ物の話などライトな話、どちらの話題も準備しておく

と、相手やその場の雰囲気に応じて話ができます。また、同じ職場で働いているという共通点を活か

し、会社や仕事のことを話すのもよいでしょう。待つよりも自分から話しかけることがポイントです。 

 ３．共に働く・協力するスキルを向上する 

   率直なコミュニケーションで協働がよりスムーズになります。コミュニケーション力強化のカギです。 

 ４．可能な限り、対面で話す 

   表情やボディランゲージが見えることが、行き違いを防ぐのに効果的です。 

職場の健康づくりについて 

mailto:hw-shimin@city.izumo.shimane.jp


 異動・退職のご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入のお申し込みは、斐川町商工会（☎0853-72-0674）までお願いします！ 
 

小川 治美（指導職員） 

平成 26年 4月より 11年間斐川町商工会に勤務させていただきましたが、このたび定年退職することとな

りました。いろいろな方と出会い成長させていただきました。この気持ちを胸に次のステージに活かしていき

たいと思います。皆様には大変お世話になり感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 

皆様の今後のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

 
小林 大雅（指導職員） 

この度、３月３１日付で異動することとなりました。斐川町商工会では、記帳や青色申告会の担当として 1

年間勤務させていただきました。短い期間ではありましたが、多くの会員の皆様と関わる機会をいただき、貴

重な経験を積むことができました。不慣れな点も多く、ご迷惑をおかけしたと思いますが、温かくご指導いた

だき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 


